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初期評価プロファイル（SIAP） 

 

2,6-ジ-tert -ブチル-4-エチルフェノール 

 

物質名：2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol 

CAS No.：4130-42-1 

 

 

 

 

 

 

 

選択的評価の結論の要旨 

 

註記：この評価は、以下のエンドポイントのみを取り扱うことに対象を絞られた：ヒト健康：反復投与毒

性及びin vitro突然変異原性。この評価は、完全な初期評価報告書としてみることはできない。ばく露につい

ての概要情報もここに報告されている。ヒト健康及び環境に関する他のエンドポイントは、OECD加盟国に

示されていないので、このプロファイルに含まれていない。 

 

選択的評価の合理性 

日本の化審法の下、環境ばく露を介した既存化学物質の有害性評価が実施されてきている。化学物質が「生

分解性ではない（難分解性）」及び「高い蓄積性ではない」と評価された場合、少なくとも28日反復投与毒性

及び2種類のin vitro 突然変異原性試験が、ヒト健康に関する有害性評価のスクリーニング試験として求めら

れる。ある化学物質が、ヒト健康について長期毒性の可能性があると評価された場合、その化学物質は第二

種監視化学物質として分類される。長期毒性が認められなかった場合、その化学物質は、次の作業の優先順

位が低くなる。第二種監視化学物質は、リスクに基づく管理が行なわれる。最初に、これらの物質の年間製

造量が監視される。（JETOC註：本ITAPは、2013年にOECDで評価されたものですが、原文では上記のよう

に記載されています。2009年の化審法改正前に作成された報告書に基づき作成されたものと思われます。） 

 
2,6-ジ-tert -ブチル-4-エチルフェノールは、METI（日本の経済産業省）により「生分解性ではない（難分

解性）」及び「低い生物蓄積性」と評価された。生分解性及び生物蓄積性は、この選択的評価の一部に含まれ

ておらず、それゆえITAPには記載されてない。この化学物質が第二種監視化学物質として分類されるかどう

か決めるために、2,6-ジ-tert -ブチル-4-エチルフェノールの初期有害性評価が、2007年12月にMHLW（日本

の厚生労働省）により、急性毒性、反復投与毒性及び突然変異原性について実施された。 

 
この選択的評価文書は、本来、MHLWの化学物質評価委員会の資料に基づいており、毒性学的プロファイ

ルが、OECD共同化学品アセスメントプログラムのために再評価された。 
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物理化学的性質 

2,6-ジ-tert -ブチル-4-エチルフェノールは、室温において黄色の固体である。融点及び沸点は、それぞれ

44 ℃及び272 ℃である（両方の値は、CRC Handbook of Chemistry and Physics 2008年版を出典とする）。

オクタノール及び水間の分配係数（log Kow）の測定値は、3.27以上である。蒸気圧は、0.29 Pa（25 ℃）と

計算される。水溶解度の測定値は、21 mg/L（25 ℃）である。 

 
ヒト健康 

2,6-ジ-tert -ブチル-4-エチルフェノールの急性毒性に関する利用できる情報はない。用量設定試験において、

ラットは14日間にわたり0、125、250、500又は1000 mg/kg bw/dayの2,6-ジ-tert -ブチル-4-エチルフェノー

ルを胃管強制によって毎日投与された。投与1日目においては、死亡又は臨床所見共に観察されなかった。1000 

mg/kg bw/dayの用量において、投与7 ~ 13日目の間に全体で5匹中4匹の雄及び5匹中3匹の雌が死亡した。 

 
反復投与経口毒性試験は、GLP原則の下、哺乳動物種における28日反復投与経口毒性試験のガイドライン

（日本の化審法）に従って実施された。この試験において、2,6-ジ-tert -ブチル-4-エチルフェノールは、28

日間にわたり、0（溶媒対照：0.5 %メチルセルロース溶液）、15、60、又は250 mg/kg bw/dayを胃管強制に

よりラットに投与された。毒性に関する死亡又は臨床所見は観察されず、そして、いずれのグループにおい

ても体重及び尿分析に関して有意な変化はみられなかった。血液学的及び血液化学的検査において、250 

mg/kg bw/day群でのみ変化が認められた。雌雄共に血小板、フィブリノーゲン、及びAPTTが増加し、そし

て雄のみPTが増加した。雌雄共に総コレステロール及び総タンパクが増加し、そして雌のみでリン脂質が増

加した。 

 
Clの低下が250 mg/kg bw/dayの雌において認められた。雌雄共に肝臓の絶対及び相対重量が60及び250 

mg/kg bw/dayで増加した。組織病理学的検査では、60 mg/kg bw/day及び250 mg/kg bw/dayを与えられた雌

雄において小葉中心性肝細胞肥大が、また、250 mg/kg bw/dayを与えられた雌雄及び60 mg/kg bw/dayを与

えられた雄においては甲状腺に瀘胞細胞肥大がみられた。14日間の回復期間後、病理組織学的変化及び肝臓

及び甲状腺の器官重量増加は回復したが、血小板及び血清総コレステロール値の増加は維持された。雌雄共

における60 mg/kg bw/dayでの肝臓と甲状腺の肥大及び肝重量の増加に基づき、2,6-ジ-tert -ブチル-4-エチル

フェノールのNOAELは、ラットにおいて15 mg/kg bw/dayと結論付けられた。 

 
Salmonella typhimurium TA98、TA100、TA1535及びTA1537及びEscherichia coli WP2 uvrAを用いた

細菌突然変異試験（OECD TG 471）で、2,6-ジ-tert -ブチル-4-エチルフェノールは、代謝活性化の有無に関

わらず陰性であった。CHL/IU細胞を用いたin vitro 染色体異常試験（OECD TG 473）で、2,6-ジ-tert -ブチ

ル-4-エチルフェノールは、代謝活性化有で陽性あった。これらの結果に基づき、2,6-ジ-tert -ブチル-4-エチ

ルフェノールは、in vitroで遺伝毒性があると考えられる。 

 
合意した有害性の結論 

この化学物質は、この評価で標的としたヒト健康の複数のエンドポイント（反復投与毒性及びin vitro 染色

体異常）に関して有害性を有する。 

 
利用できるばく露情報 

日本（提供国）における2,6-ジ-tert -ブチル-4-エチルフェノールを含むトリアルキルフェノール（又はアル

ケニル（C=1-4）フェノール）の製造量及び／又は輸入量は、2007年の会計年度で1,000 ~ 10,000トンと報告
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された。提供国における2,6-ジ-tert -ブチル-4-エチルフェノールに特定した製造量及び／又は輸入量について

は利用できない。米国における2,6-ジ-tert -ブチル-4-エチルフェノールの製造量及び／又は輸入量は、2006

年のインベントリー更新報告によると500,000 ~ 1,000,000ポンド（227 ~ 454トン）であった。世界の製造量

について、該当にはまるものはない。 

 
2,6-ジ-tert -ブチル-4-エチルフェノールは、提供国において抗酸化剤として用いられる。米国の2006年の

インベントリー更新報告において、2,6-ジ-tert -ブチル-4-エチルフェノールはゴム及びプラスチック製品に用

いられている。 

 

 
［著作権および免責事項について］ 

［著作権］ 

本資料の著作権は弊センターに帰属します。引用、転載、要約、複写（電子媒体への複写を含む）は著作権の侵害となりますので御注意下さい。 

［免責事項］ 

本資料に掲載されている情報については、万全を期しておりますが、利用者が本情報を用いて行う一切の行為について、弊センターは何ら責任を

負うものではありません。また、いかなる場合でも弊センターは、利用者が本情報を利用して被った被害、損失について、何ら責任を負いません。 
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